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（
国
土
交
通
委
員
会
）

航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
八
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
増
加
が
続
く
航
空
需
要
と
こ
れ
に
伴
う
航
空
交
通
量
の
増
大
に
対
応
し
て
、
空
域
の
安
全
か
つ
効
率
的
な
利

用
並
び
に
航
空
機
及
び
そ
の
航
行
の
安
全
の
一
層
の
向
上
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
新
技
術
を
活
用
し
た
航
行
方
式
を
導
入
す
る
た
め
、
一
定
の
高
さ
以
上
の
空
域
に
お
い
て
有
視
界
飛
行
方
式
に
よ
る
飛
行

を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
他
の
航
空
機
と
の
垂
直
方
向
の
間
隔
を
縮
小
す
る
方
式
に
よ
る
飛
行
そ
の
他
の
特
別
な
方
式
に
よ

る
航
行
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
空
域
の
適
正
な
利
用
及
び
安
全
か
つ
円
滑
な
航
空
交
通
の
確
保
を
図
る
た
め
、
飛
行
経
路
の
設
定
並

、

。

び
に
交
通
量
の
監
視
及
び
調
整

こ
れ
ら
に
関
す
る
情
報
提
供
等
の
航
空
交
通
の
管
理
に
係
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

三
、
航
空
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
管
制
化
さ
れ
て
い
な
い
空
港
周
辺
を
航
行
す
る
航
空
機
に
対
し
他
の
航
空
機
の
飛

行
情
報
を
入
手
さ
せ
る
と
い
っ
た
空
域
に
係
る
規
制
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

四
、
航
空
機
の
設
計
検
査
に
お
い
て
民
間
能
力
の
活
用
を
図
る
た
め
、
国
の
認
定
を
受
け
た
事
業
場
（
以
下
「
認
定
事
業
場
」
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と
い
う

）
が
設
計
し
た
航
空
機
に
つ
い
て
国
の
検
査
を
一
部
省
略
で
き
る
等
、
航
空
機
検
査
制
度
の
合
理
化
を
行
う
こ
と

。

と
す
る
。
ま
た
、
国
が
認
定
事
業
場
の
適
正
な
業
務
遂
行
に
つ
い
て
事
後
チ
ェ
ッ
ク
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

業
務
改
善
命
令
等
の
事
後
監
督
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
国
際
民
間
航
空
条
約
に
基
づ
く
国
際
標
準
に
準
拠
し
て
、
国
際
航
行
を
行
う
操
縦
士
に
対
す
る
英
語
能
力
の
証
明
制
度
を

導
入
す
る
こ
と
と
す
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
新
技
術
を
活
用
し
た
航
行
方
式
に
関
す
る
規
定
及
び

航
空
英
語
能
力
証
明
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


